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ライフジャケットの着用義務拡大！

平成３０年２月１日から、小型船

舶※の船室外の甲板上では、原則、

すべての乗船者にライフジャケット

（救命胴衣）を着用させることが船

長の義務になりました。

また、着用するライフジャケットは、

国の安全基準に適合したものを着

用する必要があります。

ライフジャケットは、備え付けのも

のではなく、個人で持ち込んだもの

を着用することも可能です。ただし、

乗船する小型船舶の用途、航行

区域及び構造によってライフジャ

ケットの要件に違いがあり、用途に

合ったものを着用しなければ違反

になりますので注意しましょう。

※「船舶職員及び小型船舶操縦者法」に定められ

た小型船舶をいう。



船舶からの海中転落事故の発生状況船舶からの海中転落事故の発生状況

平成２９年に発生した船舶からの海中転落者は１９人で、船舶種類別にみると漁

船が１１人と最も多い結果となっています。また、海中転落者による死者・行方不

明者８人を船舶種類別にみると、同様に漁船が６人と最も多くなっています。

海に転落した時、ライフジャケット着用者の生存率は非着用者の２倍以上です！

万が一の場合に備え、ライフジャケットを着用しましょう。

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県

０隻 ０隻 ０隻 ０隻 ０隻 ０隻

H30 東北地方 漁船事故発生状況（２月末現在）

死者数： ０人

H30 東北地方 漁船事故発生状況（２月末現在）
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